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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

核燃料物質加工施設保安規定の変更認可申請の取下げについて 

 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２２条第１項の規定

に基づき，平成３０年１１月３０日付け３０原機（峠）１２４をもって申請（令

和元年８月９日付け令０１原機（峠）０３７，令和２年１月１６日付け令０１原

機（峠）１０２にて一部補正）した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人

形峠環境技術センター核燃料物質加工施設保安規定の変更認可申請について，下

記の理由により取り下げることといたします。 

 

記 

 

取り下げる理由 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質，核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）の一

部の施行により，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６６号）及び関連規則が一部改正又は制定されたことから，品質

管理に関する要求の拡大等の施設の安全性向上に資する措置及び原子力事業者

等に対する検査制度の見直しに関する変更を優先するため。 

以 上 


